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世界最先端の資源自律経済の実現に向けた成長戦略への提言 

 

令和 5 年 4 月 11 日 

自 由 民 主 党 

経 済 産 業 部 会 

資源自律経済 PT 

 

 

日本では、世界に先駆けて 1999年に循環経済ビジョンを策定するとと

もに、各種リサイクル制度の整備等を通じて、廃棄物の適正処理とリサイ

クルの実績を積み上げ、３Ｒ（Reduce, Reuse, Recycle）を社会に根付か

せてきた。 

現在、世界では、気候変動問題、海洋プラスチックごみ問題等の地球規

模の環境問題の解決や、SDGsの達成と Well-Beingの実現に向け、サーキ

ュラーエコノミー（資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用

しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動全般）の実

現に乗り出している。従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型を前提とす

るリニアエコノミーでは、資源・環境の両面で過負荷が生じるだけでな

く、潜在成長率の低下にも直結する。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やロシアによるウクライナ

侵攻は、特定国・地域への資源依存リスクを顕在化させた。我が国として

は、こうした世界情勢の変化を捉え、廃棄物問題や気候変動問題といった

環境制約に加え、世界的な資源需要と地政学的なリスクの高まりといった

資源制約にいち早く対応する必要がある。そのため、経済成長等の経済的

目標と経済安全保障、サステナビリティ、Well-Beingといった社会的目標

を同時に達成する「新しい成長」を実現し、経済の自律化・強靭化と国際

競争力の獲得を図る観点から、サーキュラーエコノミーへの移行による資

源自律経済の確立は喫緊の課題である。 

「ＧＸ実現に向けた基本方針（令和５年２月 10日閣議決定）」にも

「資源循環」が位置付けられており、動静脈連携による資源循環を加速

し、中長期的にレジリエントな資源循環市場の創出を目指して、カーボン

ニュートラルと一体で取組を加速させていくことが必要である。 

本年はＧ７を、2025年には大阪・関西万博を日本で主催するが、こうし

た国際的な場も活用して、20年以上の取組実績のある日本こそがこれまで

の蓄積をアドバンテージとして、更に高いレベルでの循環型社会を経済活

動に根付かせ、世界のサーキュラーエコノミーへの転換を牽引していくべ
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きであり、これらを踏まえ、資源自律経済 PTとして、「資源自律経済の

確立」について成長戦略への明確な位置づけを求め、政府に対して下記の

提言を行う。 

 

記 

 

＜経済安全保障への具体的な貢献＞ 

希少金属や貴金属のみならず、いわゆるベースメタルについても将来

的な枯渇リスクが指摘される金属が存在しており、また、鉱物資源の多

くが、特定の国・地域に偏在している傾向が高く、資源ナショナリズム

の台頭や環境・人権対応要求の高まりから調達のリスク・コストが増大

している。 

このため、有望な国産資源開発の促進の重要性は論を俟たないが、鉱

物資源の供給途絶リスクや供給途絶時の経済へのインパクトの大小を踏

まえ、特にクリティカリティの高いマテリアルについて、循環の実態を

把握の上、循環資源の更なる活用を進めるための措置として、資源の国

外流出を始めとする循環を阻害している要因の特定、定量的な目標の検

討、効率的回収の強化、高度なリサイクル技術の開発・投資支援等を実

施すること。 

 

＜気候変動対策への具体的な貢献＞ 

ものづくり立国である日本の CO2排出の３分の１は素材産業から排出

されており、排出削減目標（2030年度に温室効果ガスを 2013年度比で

46％削減）の達成のためには、多くの素材産業いわゆる「Hard to 

abate」産業からの排出の抑制が目標達成の成否に直結する。 

また、日本の国土の３分の２が森林であり、従来の木材としての利用

に加えて、バイオマスプラスチックやセルロースナノファイバー（ＣＮ

Ｆ）といった木質系新素材の活用を始めとする、「フォレスト・サーキュ

ラーエコノミー（森林・木材循環経済）」を通じて、国内林業・木材産業

の持続可能性を高め、グリーン成長に貢献するポテンシャルがある。 

このため、ペットボトルにおけるボトル toボトルの水平リサイクルの

好事例を筆頭に、産業で利用するエネルギーの脱炭素化と並行して、天

然資源由来のマテリアルの利用量の削減や再生材、再生可能資源（木

材・木質資源を含むバイオ由来資源）等の循環資源の活用等を推進する

環境整備を行うこと。具体的には、①ＧＸ目標の達成に貢献する 2030

年、2050年を見据えた個別製品・素材ごと、地域ごとの具体的な指標や

野心的な定量目標の設定を含むビジョン・ロードマップの策定、②資源

有効利用促進法の対象品目の追加による、循環配慮設計の拡充・実効
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化、循環価値の可視化のための表示制度の適正化、資源回収のための規

制緩和を始め、廃棄物から資源への転換を進め、「３Ｒ法制」の抜本的拡

充・強化を含む、製造業等の動脈と廃棄物処理業等の静脈が有機的に連

携する「動静脈連携」の加速に向けた制度枠組みのあり方を中心に産官

学で検討すること。 

併せて、ＧＸ先行投資支援策（資源循環分野において今後 10年間で約

２兆円～の投資）を最大限活用して、野心的な定量目標の達成に果敢に

挑戦する取組をサポートし、大胆な産業構造の転換を促進すること。 

 

＜情報流通プラットフォームの早期構築＞ 

資源循環の成功の鍵は「見える化」と「行動変容」が握っており、バ

リューチェーン全体で情報を共有して循環実態の可視化とトレーサビリ

ティの確保を進めなければ、国民・企業の実際の行動変容には繋がらな

い。 

そのため、国内外の先行事例をユースケースに位置付け、社会全体で

成功体験を共有しながら、共通データフォーマットやプラットフォーム

間の相互連携インターフェイス等の要件を早期に具体化すること。そし

て、ライフサイクルアセスメントによるカーボンフットプリントやマテ

リアルフットプリントの算定・表示や製品・素材の品質保証を含め、デ

ジタル技術を活用したデータの流通を促す情報流通プラットフォームの

構築を一気呵成に進めること。その際、例えば、カーボンフットプリン

トの算定には排出係数が大きく影響を与えること等から、カーボンフッ

トプリントやマテリアルフットプリント等の環境指標の算定根拠や貢献

については、国内のみならず、国際整合的なものとすること。 

 

＜製品・サービスの循環配慮設計の徹底＞ 

製品が環境に与える影響の最大 80％は設計段階で決定されるとも言わ

れるほど、製品設計の段階での取組が製品のライフサイクル全体での重

要な位置を占める。 

そのため、従来の３Ｒに基づく「環境配慮設計（Eco-design）」を、サ

ーキュラーエコノミーを前提とした「循環配慮設計（Circular-

design）」に発展させ、循環配慮設計の標準化を推進するための製品別の

基準を整備するとともに、特に優れた製品設計については「トップラン

ナー設計」として評価する仕組みを検討すること。 

その際、再生材や再生可能資源等の循環資源の活用が重要になるが、

新品材よりも高コストな循環資源については民間のみでの需給のマッチ

ングは困難であることから、官民連携による循環資源の標準化活動を積

極的に推進するとともに、その実効性を担保するため、動脈産業におけ

る循環資源の導入目標、静脈産業における供給目標の設定・公表を慫慂
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すること。 

 

＜製品の長期利用を促進する「Re-コマース」産業の育成＞ 

E-コマースは、インターネット上で取引が完結するため、場所や時間

の制限がないという利便性を有し、E-コマースの進展に伴って経済活動

は大きく拡大した。 

今後、日本が強みを有する技術力に裏打ちされた「ものづくり」に加

えて、製品の長期利用を通じて資源利用の最小化と製品価値の最大化を

両立する「サービス化」を促進する観点からは、シェアリング、サブス

クリプション、リペア・メンテナンス、二次流通等を E-コマースと掛け

合わせた「Re-コマース」産業を育成することが重要である。 

「Re-コマース」産業の裾野を広げ、円滑な取引を促進するための

「Re-コマース」市場を健全に発展させるために、製品データの標準化や

製品データ提供のインセンティブ、ＱＲコードや電子透かし技術を活用

した製品データの共有の仕組みの構築、二次流通製品の製品安全担保等

に関する環境整備を速やかに実施するとともに、必要となる支援を拡充

すること。 

 

＜企業による情報開示とファイナンス＞ 

サーキュラーエコノミーの取組は、事業のレジリエンスを高め、中長

期的な企業価値の向上に繋がるものの、短期的な収益に顕れにくく、そ

のことが企業における具体的な取組が進みにくい要因となっている。 

そのため、サーキュラーエコノミーの取組を適正に評価し、資本市場

からの資金供給が適切に行われる仕組みを構築していくことが必要であ

る。国際的なサステナビリティ情報開示の動向も踏まえ、企業にサーキ

ュラーエコノミーに係るリスクや機会に関する自主的な情報開示を促す

とともに、企業と投資家・金融機関等との建設的な対話・エンゲージメ

ントを後押しすること。 

また、企業のサーキュラーエコノミーへの取組が資本市場から評価さ

れるようになる上で、そうした取組が消費市場、労働市場から適正に評

価されることが有益であることから、取組の「見える化」、「評価基準の

整備」等を進めること。 

さらに、オープンイノベーションによる成長と競争力強化に向けた果

敢な挑戦を後押しするため、サーキュラーエコノミーに取り組む社会課

題解決型のスタートアップやベンチャーに対して、リスクマネー供給を

含む適切な資金供給を通じて、伴走型の支援で次世代の産業基盤を構築

すること。 
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＜国際連携の抜本的強化＞ 

本年は日本がＧ７のホスト国であり、日本でのＧ７の関係閣僚会合及

び広島サミットにおいて、サーキュラーエコノミーへの移行の重要性に

関する先進国間の共通理解を深めるととともに、日本のイニシアティブ

によりこれを加速するため、具体的に提案すること。 

具体的には、①昨年のＧ７で取りまとめられたベルリンロードマップ

に示されている、「循環経済及び資源効率性に関する原則（Circular 

Economy and Resource Efficiency Principles（CEREP））」の具体化、②

バリューチェーン全体での循環性の測定と情報共有・利活用を促す情報

流通プラットフォームの連携、③経済合理的で安全な回収・リサイクル

に基づくクリティカルミネラルの確保について提案すること。 

また、本年は日 ASEAN友好協力 50周年という記念すべき年でもあり、

ASEANを始めとする友好国・有志国との連携・協力の下、国際資源循環

の礎となる国際標準化に積極的に参画するとともに、ネットワーク作り

のための対話を戦略的に強化すること。特に、電気電子機器廃棄物（E-

waste）については、2025年１月よりバーゼル条約の規制が強化される

ことに伴い、リサイクル原料の安定確保の観点から、日本を金属資源リ

サイクルの国際ハブとして資源循環を実現する国際資源循環システムの

早期確立に向けた対応を行うこと。 

さらに、SDGｓ達成の目標年である 2030年を５年後に控える 2025年大

阪・関西万博では、日本の先進的な取組を披露する絶好の機会であり、

サーキュラーエコノミーを体現する世界初のイベントを目指し、会場内

外での実証・展示を通じて、日本発のエコ習慣や技術を世界に向けて積

極的に発信すること。 


